
会計検宜院による意見表示(梓分)l 


中小金業者!こ対する法人税率の特鰐はついて{議事孝)(10 FJ26 8 需務大震及び経済産藁大壁iこ対して意見表示〉� 

O 多額の所持があり担税力が語いとは必ずしも認められない中小企業者が、中小企業者に対する法人税率の特例の溺

蹄を受けている事態が見受けられたことから、財務省lJt..rJ経清産業省において、地域経済の粧となり雇用の大半後掠

っている財務状況が脆弱で担税力の弱い中小企業者を支援するという中小企業者に対する法人税率の特例を定めて

いる法人税法の織論に顛らして有まきかっ公平に機能しているかの検証を鞍まえてや小金業者に対する法人説率の特

髄の護用範密について検討を行うなどの措霊を講ずるよう窓晃を表示する。

中小食業者に漉期される租税特別措置について(抜粋) (10月初日財務大臨及び経済産業大臣!こ対して意見表示)� 

O 多額の所得を得ていて財務状筑が脆弱とは認められない中小企業者が、中小企業者に適用容れる特iJlJ措護の漉蹄

を受けている事態が見受けられたことから、慰務者及び経済産業者において、場竣経漬の枝々となり襲用の大半を怒

っている財務技法が寝室欝な中小企業者を支援するという当該特iJlJ措置の鵠設に照らして有究きかっ公平に機能してい

るかの検証を踏まえ、中小企業者iこ滞期される特別措醸の適用範圏について検討するなどの繍舗を講ずるよう態見

後畿示する。

法人税及び消費税の厳正i二基づく還持金に様る遺骨加算金!こついて(抜粋) (10湾初日財務大震に対して意莞表示)� 

G 確定申告により確定した法人税及び溺費税が更正iこ基づき中間給付等の護農村金として還付される場合における灘

村総算金の計算諮問について、申告納税額の過誤納金に係る灘村加算金の計算期間との均衛を考撤した適切なもの

とするよう意見裁示する。
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or中小企業者iこ対する法人税率の特{9JH二ついてjの

意見表示(6ページ〉
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or中小企業者に適用される穂税特別措曹はついてj

の意見表示(11ページ〉

主義1 所得がある中小企業者と大企業の所得金額別級人数
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 法人税及び消費税の更正に基づく還付金に係る還付加算金の計算期間  
 
 
 
 
 【例】 【年税額 100⇒30】 【年税額 100⇒30】 【還付金等 ▲70】 【年税額 100】  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

検査院の指摘 

⑥支払決定 

（税務署） 

1 ヵ月 3 ヵ月
②確定申告 

・納付 

50 50 

50 
納税者に還付 

(Ａ) 

(Ｂ) 
20(還付金) 

50(過誤納金) 

30 

検査院から具体的に不要

との指摘を受けた部分 

④減額更正 

（税務署） 

③更正の請求 

（納税者） 

30

① 
 

② 

① 
 

② 

年税額 年税額 

70 

30

確定増差額 確定申告で追加
納付した額 70

中間納付額 年税額 

①中間納付 

① 
 

② 
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⑤ ⑥ 

⑤ 

⑤ 

⑥ 

⑥ 

⑤起算日 

（Ａ）過誤納金（確定増差額（確定申告で追加納付した税額）部分の還付）（国税通則法 58①二） 

（Ｂ）還付金（中間納付額部分の還付）（法人税法 134④、消費税法 55④） 

（法定納期限） 

現行の還付加算金の計算期間  


